
○町田市スポーツ施設条例 

平成１７年６月３０日 

条例第３４号 

文化スポーツ振興部スポーツ振興課 

町田市体育施設条例（平成８年１２月町田市条例第３６号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 市民のスポーツ及び体力づくりの推進を図り、もって市民の健康で文化的な

生活の向上に寄与するため、町田市スポーツ施設（以下「スポーツ施設」という。）

を設置する。 

（平２５条例７・令６条例４８・一部改正） 

（名称及び位置） 

第２条 スポーツ施設の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

（令６条例４８・一部改正） 

（事業） 

第３条 スポーツ施設は、第１条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を

行う。 

（１）スポーツ施設の施設及び附属設備（以下「施設等」という。）の利用に関す

ること。 

（２）各種スポーツ教室・競技会等を開催すること。 

（３）スポーツの指導及び普及に関すること。 

（４）前３号に掲げるもののほか、第１条に規定する目的を達成するために必要な

事業 

２ 前項各号に定めるもののほか、スポーツ施設は、市民を対象とした公共的事業の

ために利用することができる。 

（令６条例４８・一部改正） 

（指定管理者による管理） 



第４条 スポーツ施設の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条

の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に行わせるもの

とする。 

（令６条例４８・一部改正） 

（指定管理者が行う業務） 

第５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１）第３条に規定する事業の実施に関すること。 

（２）施設等の利用の承認等に関すること。 

（３）施設等の維持及び管理に関すること。 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が指定した業務 

（平１９条例３８・一部改正） 

（指定管理者の指定等） 

第６条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める

場合を除き公募するものとする。 

２ 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認め

る書類を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる基準により、ス

ポーツ施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めるものを指定

管理者の候補者に選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。 

（１）これまでの実績から、施設の管理業務について相当の知識及び経験を有する

こと。 

（２）前条の業務を、効率的かつ効果的に行うことができること。 

（３）前条の業務を、安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。 

（平１９条例３８・平２１条例３・令６条例４８・一部改正） 

第７条 削除 

（令４条例４３） 



（指定管理者の指定の取消し等） 

第８条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の

指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ

とができる。 

（１）管理の業務又は経理の状況に関し報告しないとき。 

（２）管理の業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わないとき。 

（３）第６条第３項に規定する基準を満たさなくなったとき。 

（４）前３号に掲げるもののほか、指定管理者の責めに帰すべき事由により管理を

継続させることが適当でないと認められるとき。 

（平１９条例３８・平２１条例３・一部改正） 

（利用時間等） 

第９条 スポーツ施設の利用時間及び利用単位（以下「利用時間等」という。）は、

別表第２のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、

利用時間等を変更することができる。ただし、指定管理者が利用時間等を変更する

ときは、市長の承認を受けなければならない。 

（平１９条例３８・令６条例４８・一部改正） 

（休館日等） 

第１０条 スポーツ施設の休館日又は休場日（以下「休館日等」という。）は、別表

第３のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、

休館日等を変更し、又は臨時に休館日等を定めることができる。ただし、指定管理

者が休館日等を変更し、又は臨時に休館日等を定める場合は、市長の承認を受けな

ければならない。 

（平１９条例３８・令６条例４８・一部改正） 

（専用利用の取扱いをしない日等） 



第１１条 指定管理者は、市長の承認を得て、施設等について専用利用の取扱いをし

ない日及び時間を指定することができる。 

（平１９条例３８・一部改正） 

（利用の手続等） 

第１２条 施設等を利用しようとする者は、指定管理者に申請し、その承認を受けな

ければならない。 

２ 指定管理者は、前項の承認をするに当たっては、スポーツ施設の管理上必要な条

件を付することができる。 

３ 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項の承認をしないこ

とができる。 

（１）秩序を乱すおそれがあるとき。 

（２）施設等を損傷するおそれがあるとき。 

（３）スポーツ施設の管理上支障があると認められるとき。 

（４）前３号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。 

（令６条例４８・一部改正） 

（利用承認の取消し等） 

第１３条 指定管理者は、前条第１項の規定により利用の承認を受けた者（以下「利

用者」という。）が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、

利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。 

（１）この条例又はこの条例に基づく町田市規則（以下「規則」という。）に違反

したとき。 

（２）前条第２項の条件に違反したとき。 

（３）偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。 

（４）悪天候、災害その他指定管理者の責めによらない事由により施設等の利用が

できなくなったとき。 

（５）前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めるとき。 



２ 前項の規定により利用者が利用の承認を取り消され、利用を制限され、又は利用

を停止されたことにより生じた利用者の損害については、指定管理者はその責めを

負わない。 

（平１９条例３８・平２０条例２６・一部改正） 

（利用登録） 

第１４条 施設等を練習等のため専用して利用しようとする者又はテニスコートを個

人で利用しようとする者は、あらかじめ市長の町田市スポーツ施設等利用登録の承

認を受けなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。 

２ 市長は、前項の承認をしたときは、町田市スポーツ施設等利用登録証（以下「利

用登録証」という。）を交付するものとする。 

（平１９条例３８・令６条例４８・一部改正） 

（利用登録証の紛失等） 

第１５条 利用登録証を紛失し、破損し、又は汚損した者は、利用登録証の再交付を

受けることができる。 

２ 利用登録証が登録者本人又は登録団体以外のものによって利用され損害が生じた

場合、その責めは、登録者本人又は登録団体に帰するものとする。 

（利用料金） 

第１６条 利用者は、別表第４に掲げる施設等を利用するときは、利用料金を支払わ

なければならない。 

２ 利用料金は、別表第４に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を

得て定めるものとする。 

３ 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この

限りでない。 

４ 前項の規定にかかわらず、駐車場の利用料金は、駐車場から自動車を退場させよ

うとするときに支払わなければならない。 

５ 市長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免



除することができる。ただし、指定管理者が利用料金を減額し、又は免除するとき

は、市長の承認を受けなければならない。 

６ 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。 

（平１９条例３８・平２５条例７・一部改正） 

（駐車場利用料金の不徴収） 

第１７条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する自動車については、駐車場

利用料金を徴収しない。 

（１）道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３９条第１項に規定する緊急自

動車 

（２）駐車場付近において、防疫、防災その他緊急を要する公務を行うために使用

する自動車 

（３）前２号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認める自動車 

（利用券の発行） 

第１８条 指定管理者は、個人利用の場合に限り、回数利用券を発行することができ

る。 

（平２０条例２６・一部改正） 

（利用料金の不還付） 

第１９条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由がある

と認めるときは、還付することができる。 

（行為の制限） 

第２０条 利用者は、第１２条第１項に規定する承認に係る行為以外の行為をしては

ならない。 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第２１条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（施設等の変更の禁止） 

第２２条 利用者は、施設等に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管



理者の承認を受けたときは、この限りでない。 

（原状回復の義務） 

第２３条 利用者は、利用を終了したとき、又は第１３条第１項の規定により利用の

承認を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。 

（損害賠償） 

第２４条 施設等に損害を与えた者は、その損害額を賠償しなければならない。ただ

し、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除

することができる。 

（平１９条例３８・一部改正） 

（委任） 

第２５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（平２１条例２９・旧第２６条繰上） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。た

だし、別表第４の３の項（写真判定機の項の部分に限る。）の規定は、平成１７年

７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の町田市体育施設条例（以下「新条例」という。）別表第

４の３の項（写真判定機の項の部分に限る。）の規定は、施行日前においては、こ

の条例による改正前の町田市体育施設条例（以下「旧条例」という。）第７条第１

項の規定による使用料とみなして旧条例の規定を適用する。 

３ 施行日前にされた体育施設の管理業務を行わせるものを選定する手続は、新条例

第６条の規定によりなされたものとみなす。 

４ 新条例第６条の規定により指定管理者の候補者を選定する場合は、新条例第６条

第３項の例により、当該体育施設の管理業務を現に受託しているものを指定管理者



の候補者に選定することができる。 

附 則（平成１７年１２月２７日条例第５６号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３０日条例第２２号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２９日条例第１９号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、別表第１、別表第２、別

表第３及び別表第４第１項第１号の改正規定は、平成１９年８月１日から施行する。 

附 則（平成１９年１２月２７日条例第３８号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年６月２６日条例第２６号） 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日条例第３号） 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年１０月９日条例第２９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年６月２５日条例第１７号） 

この条例は、公布の日から起算して１０月を超えない範囲内において、規則で定め

る日から施行する。 

（平成２２年７月規則第４８号で、同２２年１１月１日から施行） 

附 則（平成２３年１０月７日条例第３４号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日条例第７号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年１２月２８日条例第２９号） 



この条例は、平成３０年１１月１日から施行する。 

附 則（平成３０年１２月２８日条例第４０号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

（使用料及び利用料金に関する経過措置） 

２ この条例（第１５条、第１８条及び第１９条を除く。）による改正後のそれぞれ

の条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の使用等に

係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用等に係る使用料及び利用

料金については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、第７条の規定による改正前の町田市体育施設条例第１

８条及び第２２条の規定による改正前の町田市立学校施設の開放に関する条例第１

１条第１項の規定により発行された回数利用券は、施行日以後においても、なお使

用することができる。 

附 則（令和元年９月３０日条例第７号） 

この条例は、令和元年１２月１６日から施行する。 

附 則（令和２年１２月２８日条例第４３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第７条第１項の改正規定

及び別表第４の１の表の改正規定（「会議室及び」を削り、「駐車場」の次に「に

係るもの」を加える部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第４の１（１）の表及び（２）の表町田市立室内プ

ールの項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に

係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従

前の例による。 

３ 施行日前に町田市体育施設条例第１８条の規定により発行された回数利用券は、



施行日以後においても、なお使用することができる。 

附 則（令和３年６月３０日条例第２２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公

布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にされた町田市立室内プール

の施行日以後の管理業務を行わせる者を選定する手続は、この条例による改正後の

町田市体育施設条例（以下「新条例」という。）の規定によりなされたものとみな

す。 

（準備行為） 

３ 施行日以後の施設の利用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、

新条例の規定の例により行うことができる。 

附 則（令和４年１２月２８日条例第４３号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年１２月２７日条例第４８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施

行する。 

（１）別表第４の１（２）の表備考第４項の改正規定 公布の日 

（２）題名の改正規定、第１条から第４条まで、第６条第３項、第９条第１項、第

１０条第１項、第１２条第２項及び第３項第３号並びに第１４条の改正規定並び

に附則第３項及び附則第４項の規定 令和７年４月１日 

（３）別表第４の１（１）アの表及びイの表三輪みどり山球場の項の改正規定並び

に次項の規定 令和７年８月１日 

（経過措置） 



２ 前項第３号に掲げる規定による改正後の別表第４の１（１）アの表及びイの表三

輪みどり山球場の項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の利用に係る利用

料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例によ

る。 

（町田市立公園条例の一部改正） 

３ 町田市立公園条例（昭和４５年１２月町田市条例第３８号）の一部を次のように

改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 



 



（町田市立学校施設の開放に関する条例の一部改正） 

４ 町田市立学校施設の開放に関する条例（平成１７年１０月町田市条例第５２号）

の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 



 



附 則（令和７年９月３０日条例第３７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して３年１月を超えない範囲において町田市規則

で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 町田木曽山崎パラアリーナの管理の業務を行わせる者を選定する手続、この条例

の施行の日以後の施設等の利用に関し必要な手続その他の行為は、同日前において

も、この条例による改正後の町田市スポーツ施設条例の規定の例により行うことが

できる。 

別表第１（第２条関係） 

（平２０条例２６・全改、平２９条例２９・一部改正） 

名称 位置 

町田市立総合体育館 町田市南成瀬五丁目１２番地 

町田市立室内プール 同  図師町１９９番地１ 

三輪みどり山球場 同  三輪緑山一丁目２４番地１ 

成瀬クリーンセンターテニスコート 同  南成瀬八丁目１番地１ 

緑ヶ丘グラウンド 同  本町田２，３８０番地６ 

別表第２（第９条関係） 

（平２０条例２６・全改、平２２条例１７・平２９条例２９・令３条例２２・

一部改正） 

施設の名称 利用単位 利用時間 専用利用時間 

町田市立総合体育

館 

３時間 午前９時から午後９時

まで 

同左 

町田市立室内プー ２時間（会議室及 午前９時から午後９時 同左 



ル び多目的室にあ

っては、３時間） 

まで 

三輪みどり山球場 ２時間 午前９時から午後９時

まで 

同左 

成瀬クリーンセン

ターテニスコート 

２時間 照明設備

を有する

もの 

午前７時

から午後

９時まで 

同左 

照明設備

を有しな

いもの 

午前７時

から午後

７時まで 

緑ヶ丘グラウンド ２時間 午前９時から午後５時

まで 

同左 

備考 

１ 駐車場の利用時間は、施設の利用開始時間の３０分前から利用終了時間の３

０分後までとする。 

２ 町田市立室内プールの浴室の利用時間は、午前１０時から午後９時までとす

る。 

３ 専用利用は、利用時間の開始時間から利用単位に区分して利用するものとす

る。 

別表第３（第１０条関係） 

（平２０条例２６・全改、平２９条例２９・平３０条例４０・一部改正） 

施設の名称 休館日・休場日 

町田市立総合体育館 （１） 年末年始（１月１日から同月３日

まで及び１２月２９日から同月３１日町田市立室内プール 



まで） 

（２） 施設等の整備日（毎月の第１及び

第３月曜日。ただし、その日が国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日（以下「休日」と

いう。）に当たるときは、その日後にお

いてその日に最も近い休日でない日） 

三輪みどり山球場 （１） 年末年始（１月１日から同月３日

まで及び１２月２９日から同月３１日

まで） 

成瀬クリーンセンターテニスコート 

緑ヶ丘グラウンド 

別表第４（第１６条関係） 

（平２０条例２６・全改、平２２条例１７・平２３条例３４・平２９条例２

９・平３０条例４０・令元条例７・令２条例４３・令３条例２２・令６条例

４８・一部改正） 

１ 施設利用料金（駐車場に係るものを除く。） 

（１） 専用利用の場合の利用料金 

ア スポーツに利用する場合 

施設の名称等 利用

単位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する取扱い

をする場合 

入場料が

１，０００

円以下の金

額のとき。 

入場料が

１，０００

円を超え

３，０００

円未満の金

入場料が

３，０００

円以上の金

額のとき。 



額のとき。 

町田

市立

総合

体育

館 

メイ

ンア

リー

ナ 

全面 ３時

間 

９，１１０

円 

２７，３３

０円 

４１，０１

０円 

５４，６７

０円 

２／

３面 

３時

間 

６，０７０

円 

１８，２２

０円 

２７，３３

０円 

３６，４５

０円 

１／

３面 

３時

間 

３，０３０

円 

９，１００

円 

１３，６６

０円 

１８，２２

０円 

サブ

アリ

ーナ 

全面 ３時

間 

４，１９０

円 

１２，５７

０円 

１８，８５

０円 

２５，１４

０円 

１／

２面 

３時

間 

２，０９０

円 

６，２８０

円 

９，４２０

円 

１２，５７

０円 

小体育室 ３時

間 

１，８８０

円 

５，６５０

円 

８，４７０

円 

１１，３１

０円 

第１武道場 ３時

間 

２，４００

円 

７，２１０

円 

１０，８３

０円 

１４，４４

０円 

第２武道場 ３時

間 

２，４００

円 

７，２１０

円 

１０，８３

０円 

１４，４４

０円 

和洋弓場 ３時

間 

２，４００

円 

７，２１０

円 

１０，８３

０円 

１４，４４

０円 

町田

市立

室内

プー

２５

メー

トル

プー

平日 ２時

間 

１５，７１

０円 

３１，４２

０円 

４７，１４

０円 

６２，８５

０円 

日曜

日・

２時

間 

１８，８５

０円 

３７，７１

０円 

５６，５７

０円 

７５，４２

０円 



ル ル 休日 

５０

メー

トル

プー

ル 

平日 ２時

間 

３１，４２

０円 

６２，８５

０円 

９４，２８

０円 

１２５，７

１０円 

日曜

日・

休日 

２時

間 

３７，７１

０円 

７５，４２

０円 

１１３，１

４０円 

１５０，８

５０円 

三輪みどり山球場 ２時

間 

３，１４０

円 

６，２８０

円 

９，４２０

円 

１２，５７

０円 

成瀬クリーン

センターテニ

スコート 

１面 ２時

間 

１，０４０

円 

２，０９０

円 

３，１４０

円 

４，１９０

円 

緑ヶ丘グラウンド ２時

間 

２，０９０

円 

４，１９０

円 

６，２８０

円 

８，３８０

円 

イ その他の事業等に利用する場合 

施設の名称等 利用

単位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する取扱い

をする場合 

入場料が

１，０００

円以下の

金額のと

き。 

入場料が

１，０００

円を超え

３，０００

円未満の金

額のとき。 

入場料が３，

０００円以

上の金額の

とき。 

町田

市立

メイ

ンア

全面 ３時

間 

１８２，

２８０円 

３４１，７

７０円 

４１０，１

３０円 

４７８，５０

０円 



総合

体育

館 

リー

ナ 

２／

３面 

３時

間 

１２１，

５２０円 

２２７，８

５０円 

２７３，４

２０円 

３１８，９９

０円 

１／

３面 

３時

間 

６０，７

６０円 

１１３，９

２０円 

１３６，７

１０円 

１５９，４９

０円 

サブ

アリ

ーナ 

全面 ３時

間 

８３，８

００円 

１５７，１

４０円 

１８８，５

６０円 

２１９，９９

０円 

１／

２面 

３時

間 

４１，９

００円 

７８，５７

０円 

９４，２７

０円 

１０９，９９

０円 

小体育室 ３時

間 

３７，７

１０円 

７０，７１

０円 

８４，８５

０円 

９９，０００

円 

第１武道場 ３時

間 

４８，１

９０円 

９０，３４

０円 

１０８，４

２０円 

１２６，４９

０円 

第２武道場 ３時

間 

４８，１

９０円 

９０，３４

０円 

１０８，４

２０円 

１２６，４９

０円 

和洋弓場 ３時

間 

４８，１

９０円 

９０，３４

０円 

１０８，４

２０円 

１２６，４９

０円 

町田

市立

室内

プー

ル 

２５

メー

トル

プー

ル 

平日 ２時

間 

３１４，

２８０円 

３９２，８

５０円 

４７１，４

２０円 

５５０，００

０円 

日曜

日・

休日 

２時

間 

３７７，

１４０円 

４７１，４

２０円 

５６５，７

１０円 

６６０，００

０円 

５０

メー

平日 ２時

間 

６２８，

５７０円 

７８５，７

１０円 

９４２，８

５０円 

１，１００，

０００円 



トル

プー

ル 

日曜

日・

休日 

２時

間 

７５４，

２８０円 

９４２，８

５０円 

１，１３１，

４２０円 

１，３２０，

０００円 

三輪みどり山球場 ２時

間 

６２，８

５０円 

７８，５７

０円 

９４，２８

０円 

１１０，００

０円 

成瀬クリーン

センターテニ

スコート 

１面 ２時

間 

２０，９

５０円 

２６，１９

０円 

３１，４２

０円 

３６，６６０

円 

緑ヶ丘グラウンド ２時

間 

４１，９

００円 

５２，３８

０円 

６２，８５

０円 

７３，３３０

円 

ウ 会議室等の利用料金 

施設の名称等 利用

単位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する取扱い

をする場合 

入場料が

１，０００

円以下の金

額のとき。 

入場料が

１，０００

円を超え

３，０００

円未満の金

額のとき。 

入場料が

３，０００

円以上の金

額のとき。 

町田市

立総合

体育館 

第１会議室 ３時

間 

５２０円 １，５６０

円 

２，３５０

円 

３，１３０

円 

第２会議室 ３時

間 

５２０円 １，５６０

円 

２，３５０

円 

３，１３０

円 

町田市 会議室 ３時 １，０４０ ２，０９０ ３，１４０ ４，１９０



立室内

プール 

間 円 円 円 円 

多目的室１ ３時

間 

１，５００

円 

３，０００

円 

４，５００

円 

６，０００

円 

多目的室２ ３時

間 

１，０００

円 

２，０００

円 

３，０００

円 

４，０００

円 

多目的室３ ３時

間 

３００円 ６００円 ９００円 １，２００

円 

備考 専用利用の取扱いをする時間を超えて利用する場合の超過利用料金は、超過

時間１時間（当該利用の前後の超過を各１回とし、１回ごとに１時間に満たない

端数がある場合は、これを１時間とする。）につき、当該利用の利用単位の利用

料金の１時間当たりの額の３割増相当額とする。この場合において、１０円未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（２） 個人利用の場合の利用料金 

施設の名称等 利用単位 利用料金 

大人 子ども 高齢者 障がい

者 

町田市

立総合

体育館 

メインアリーナ １回 ３１０円 １００円 １００

円 

１００

円 サブアリーナ 

小体育室 

第１武道場 

第２武道場 

和洋弓場 

ジョギングコース ３時間 １００円 ５０円 ５０円 ５０円 



トレーニング室 ３時間 ３１０円   １００

円 

１００

円 

町田市

立室内

プール 

プール １回 ４６０円 １５０円 １５０

円 

１５０

円 

トレーニング室 ３時間 ３１０円   １００

円 

１００

円 

浴室 １回 ７００円 ３５０円 ７００

円 

３５０

円 

備考 

１ 回数利用券は、１１券片に対し１０券片分に相当する額とする。 

２ 町田市立総合体育館における利用単位「１回」とは、一般開放１単位又は公

開指導１単位とする。 

３ 町田市立室内プールにおける利用単位「１回」とは、入場から退場までとす

る。 

４ 「子ども」とは小学生及び中学生をいい、「高齢者」とは６５歳以上の者を

いい、「障がい者」とは身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１

５条に基づく身体障害者手帳、東京都愛の手帳交付要綱（昭和４２年民児精発

第５８号）に基づく愛の手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和２５年法律第１２３号）第４５条に基づく精神障害者保健福祉手帳等の交付

を受けている者をいい、「大人」とはそれら以外の者で就学前の者を除いたも

のをいう。 

５ 町田市立室内プールのプールを５０人以上の団体で利用する場合は、利用料

金の総額から１割を減じた額を利用料金とする。この場合において、１０円未

満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

６ 町田市立室内プールのプールの子どもの利用料金は、７月２１日から８月３



１日までの期間の利用料金とし、これ以外の期間の利用料金は無料とする。 

７ 公開指導を受ける場合の利用料金は、利用料金の欄の額に１００円を加算し

て得た額とする。 

２ 駐車場利用料金 

駐車場の名称 利用料金 

町田市立総合体育館駐車場 次の各号に掲げる駐車場の利用時間に応じ、それぞ

れ当該各号に定める金額 

（１） ３０分まで 無料 

（２） ３０分を超え２時間まで １００円 

（３） ２時間を超え９時間まで 前号に掲げる金

額に、２時間を超える部分について３０分までご

とに５０円を加えた金額 

（４） ９時間を超える場合 ８００円 

町田市立室内プール駐車場 

成瀬クリーンセンターテニス

コート駐車場 

３ 附属設備利用料金 

附属設備の名称等 利用単位 利用料金 

スポー

ツに利

用する

場合で

入場料

の徴収

又はこ

れに類

する取

扱いを

スポー

ツに利

用する

場合で

入場料

の徴収

又はこ

れに類

する取

扱いを



しない

場合 

する場

合及び

その他

の事業

等に利

用する

場合 

照明設

備 

町田市立

総合体育

館メイン

アリーナ 

全面 全灯 ３時間 １１，３

１０円 

２２，６

２０円 

３／４灯 ３時間 ８，４８

０円 

１６，９

７０円 

１／２灯 ３時間 ５，６５

０円 

１１，３

１０円 

２／３面 全灯 ３時間 ７，５４

０円 

１５，０

８０円 

３／４灯 ３時間 ５，６５

０円 

１１，３

１０円 

１／２灯 ３時間 ３，７７

０円 

７，５４

０円 

１／３面 全灯 ３時間 ３，７７

０円 

７，５４

０円 

３／４灯 ３時間 ２，８２

０円 

５，６５

０円 



１／２灯 ３時間 １，８８

０円 

３，７７

０円 

三輪みど

り山球場 

全面 ３０分 １，４６

０円 

２，９３

０円 

成瀬クリ

ーンセン

ターテニ

スコート 

１面 ３０分 ４１０

円 

８３０

円 

放送設

備 

町田市立

総合体育

館メイン

アリーナ 

一式 １回 ３，２４

０円 

６，４９

０円 

大型映

像装置 

町田市立

総合体育

館メイン

アリーナ 

一式 １時間 ２，５０

０円 

５，００

０円 

電源使

用料 

町田市立

総合体育

館 

コンセント１口つき

（１kwまで） 

１回 １００

円 

２００

円 

得点表

示設備 

町田市立

総合体育

館メイン

アリーナ 

一式 １回 １２，５

７０円 

２５，１

４０円 

電光表 町田市立 一式 １回 １５，７ ３１，４



示設備 室内プー

ル 

１０円 ２０円 

水深加

算 

町田市立室内プール １回 ６４，９

５０円 

１２９，

９００

円 

備考 

１ 附属設備の利用単位「１回」とは、専用利用の許可を受けた時間とする。 

２ 大型映像装置を利用して広告を表示する場合は、利用料金に広告１件につき

７，０００円を加算する。 



 


